
別紙１

土地利用事業承認案件フロー

※ １ 全体工事に着手しなければ防災工事が完了しない場合においては、その理

由、仮設防災計画などを協議したうえで、防災工事と並行して工事着手すること

もできる。

※ ２ 開発行為許可申請が必要な場合のみ

※ ３ 周辺住民等利害関係者に対して実施した周知、協議等の内容について、

5,000 ㎡未満の案件は幹事会での検討、5,000 ㎡以上の案件は委員会開催まで

に報告すること。

5,000 ㎡未満

土地利用事前相談

↓

土地利用承認申請（所管部署受付）

↓

土地利用対策委員会 幹事会

↓

※３幹事会検討終了（所管部署へ）

市長承認及び事業者への報告

（所管部署から）

↓

個別法

※１防災工事着手

↓

※１防災工事完了検査

↓

工事着手

↓

工事完了検査

5,000 ㎡以上

土地利用事前相談

↓

土地利用承認申請（所管部署受付）

↓

土地利用対策委員会 幹事会

↓

※３土地利用対策委員会

↓

土地利用審議結果の通知

（所管部署へ）

↓

市長承認及び事業者への報告

（所管部署から）

↓

個別法

↓

※２開発行為許可申請

↓

※２開発行為許可

↓

※１防災工事着手

↓

※１防災工事完了検査

↓

工事着手

↓

工事完了検査

（※２開発行為完了検査を兼ねる）


